
訪問介護　総合事業別紙料金表 2020年4月1日現在

総合事業費

10割 １割負担 ２割負担 ３割負担

要支援1・要支援2 1月につき（週1回程度利用） 1,172 13,360円 1,336円 2,672円 4,008円

要支援1・要支援2 1月につき（週2回程度利用） 2,342 26,698円 2,670円 5,340円 8,010円

要支援2 1月につき（週3回を超える程度） 3,715 42,351円 4,236円 8,471円 12,706円

【その他加算】

10割 １割負担 ２割負担 ３割負担

初回加算 1月につき ＋200 2,280円 228円 456円 684円

加算区分

加算（Ⅰ）

加算区分

加算（Ⅱ）

生活機能向上型訪問事業費（「おうちでリハビリ」）

利用時間区分

20分以上30分未満 1回につき

30分以上60分未満 1回につき

60分以上90分未満 1回につき

１月につき（利用者ごとに、当該月の介護報酬総単位数※について算定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※基本サービス費+各種加算・減算の単位数

処遇改善加算の単位数
利用料
（10割分）

介護報酬総単位数×4.20％
※1単位未満の端数は四捨五入

左の単位数×
1単位の単価

(単位数)
利用料

(単位数)
利用料

介護職員処遇改善加算

200円

250円

300円

注1）介護職員処遇改善加算については、利用者ごとに、当該月の介護報酬総単位数について算定するものなので、「
利用料」欄には具体的な数字は入れず、記載例のとおり記載のこと。

＊　法定代理受領の場合は上記金額の１割、２割又は３割。
　（ただし、経過措置、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額による。）

＊　原則として月途中からのサービス開始又は終了の場合であっても日割り計算は行わない。ただし、
　月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、②要支援から要介護に変更となった場合、③同一
　保険者管内での転居等により事業所を変更とした場合は、日割り計算による。

＊　月途中で要支援度が変更となった場合にも日割り計算を行う。

＊　同月内に介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を利用した場合にも日割り計算を
　行う。

利用料

１月につき（利用者ごとに、当該月の介護報酬総単位数※について算定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※基本サービス費+各種加算・減算の単位数

処遇改善加算の単位数
利用料
（10割分）

介護報酬総単位数×13.70％
※1単位未満の端数は四捨五入

左の単位数×
1単位の単価

介護職員等
特定処遇改善加算

法定代理受領の場合は下記金額の１割、２割又は３割。
（ただし、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額による。）



訪問介護　総合事業別紙料金表

総合事業費

10割 １割負担 ２割負担 ３割負担

要支援1・要支援2 1月につき（週1回程度利用） 1,168 13,315円 1,332円 2,663円 3,995円

要支援1・要支援2 1月につき（週2回程度利用） 2,335 26,619円 2,662円 5,324円 7,986円

要支援2 1月につき（週3回を超える程度） 3,704 42,225円 4,223円 8,445円 12,668円

【その他加算】

10割 １割負担 ２割負担 ３割負担

初回加算 1月につき ＋200 2,280円 228円 456円 684円

要件

加算（Ⅰ）
キャリアパス要件及び定量的要件を
すべて満たす対象事業所

生活機能向上型訪問事業費（「おうちでリハビリ」）

利用時間区分

20分以上30分未満 1回につき

30分以上60分未満 1回につき

60分以上90分未満 1回につき

200円

250円

300円

利用料

＊　同月内に介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を利用した場合にも日割り計算を
　行う。

注1）介護職員処遇改善加算については、利用者ごとに、当該月の介護報酬総単位数について算定するものなので、「
利用料」欄には具体的な数字は入れず、記載例のとおり記載のこと。

＊　法定代理受領の場合は上記金額の１割、２割又は３割。
　（ただし、経過措置、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額による。）

＊　原則として月途中からのサービス開始又は終了の場合であっても日割り計算は行わない。ただし、
　月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、②要支援から要介護に変更となった場合、③同一
　保険者管内での転居等により事業所を変更とした場合は、日割り計算による。

＊　月途中で要支援度が変更となった場合にも日割り計算を行う。

介護報酬総単位数×13.70％
※1単位未満の端数は四捨五入

介護職員処遇改善加算

処遇改善加算の単位数

利用料

利用料
（10割分）

左の単位数×
1単位の単価

１月につき（利用者ごとに、当該月の介護報酬総単位数※について算定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※基本サービス費+各種加算・減算の単位数

(単位数)
利用料

(単位数)

法定代理受領の場合は下記金額の１割、２割又は３割。
（ただし、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額による。）


